
「研究活動上の不正行為」の防止及び対応に関する体制・フロー図

最高管理責任者（学長）

研究不正調査実施体制研究倫理教育推進体制

・研究倫理に関する教育研修に関
する企画及び研修会等の実施
・APRIN （一般財団法人公正研究
推進協会）のe-learning教材導入

・学内啓発活動（パンフレット等作
成）の企画等

研究倫理教育責任者
（副学長（研究担当））

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（文部科学大臣決定）に基づき、本学が不正行為の防止等に取り組むた
め、研究倫理教育の推進体制及び不正行為の疑惑が生じた場合の調査実施体制について整備する。

調査委員会

予備調査チーム

告発窓口
（監査室）

告発者

・不正防止委員会委員長又は委
員長が指名した委員

・科学研究の知識を有する者（委
員長指名（外部有識者含む））

・法律の知識を有する外部有識
者（委員長指名）

＊過半数は外部有識者で構成

・不正行為の内容等の調査及び認定

・研究不正防止委
員会委員長が指
名する者（3名程
度）

・告発内容の本調
査実施の必要性
に係る予備調査
の実施

・告発の相談

・告発者等の秘密
保持・保護

・関係者への報告
等

研究企画院
（部会を設置）

①告発

②‘報告

②報告

報告・指示

③予備調査指
示

④報告（３０日以内）

⑤調査決定

⑥認定報告
（開始から
150日以内）

告発から認定
までのフロー

⑧是正対策報告

研究不正防止委員会

・研究活動上の不正行為の調
査の実施に関する事項等

・理事（委員長）
・副学長
・類長
・その他学長が認める者

⑤’調査決
定報告

⑦是正
対策指示
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